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自己情報一部開示決定通知書
第　　　　　号
年　　月　　日
様
産山村長　　　　　　　　印
年　　月　　日付けで請求のあった自己情報開示について、次のとおり一部開示することに決定しましたので、産山村個人情報保護条例第19条第1項の規定により通知します。
	請求書受理年月日
	年　　　月　　　日

	開示に係る自己情報の件名及び内容
	

	開示の方法
	□　閲覧・視聴　　□　写しの交付

	開示の日時及び場所
	午前
日時　　　　年　　月　　日（　　）　　　　　時　　分
午後
場所

	開示しないと決定した部分及びその程度
	

	一部を開示しない理由
	

	一部を開示しない理由が消滅する期日
	年　　月　　日（　　）

	所管課
	電話番号　　　　　　（内線　　　）

	備考
	1　この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）の規定により、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に産山村長に対して異議申立てをすることができます。
2　指定された日時及び場所に来ることができないときは、あらかじめ連絡してください。
3　開示を受ける際には、この通知書を提示するとともに本人であることを証明できる書類を提示し、又は提出してください。
4　代理人が開示を受ける際は、代理人であることを証する書類及び代理人が本人であることを証明する書類を提示し、又は提出してください。



